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※申し込み・お問い合わせ先　役場企画振興課（℡：７－５２９７）

町広報誌に広告を
掲載してみませんか？

 

町広報誌は地域密着型の情報誌として、全戸に配付されているほか、町公式ホームページからも閲覧

することができます。広告利用のため掲載を希望される方は役場企画振興課へ申込みください。
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～今月の主
な内容～

●鹿部町独自の新型コロナウイルス感染症対策情報【追加事業】…… 3P

●鹿部町地域活動支援センター“ぽっぽ”見学してみませんか！…… 9P

●防災出前講座を実施しています！… …………………………………11P

●観光だより　ほか… ……………………………………………………13P

●「生活アンケート」からみる子どもたちの実態と課題…………………14P

●中央公民館図書室だより………………………………………………15P

●建設工事入札結果　ほか………………………………………………16P

●函館税務署からのお知らせ… …………………………………………17P

たらこの季節です
たらこの季節です

～浜のかあさん食堂　プレミアムたらこ御膳～

～浜のかあさん食堂　プレミアムたらこ御膳～

教育委員会では、就学に対して経済的支援を要する、向上心に富んだ方を対象に学費の一部を貸付けして

います。制度の概要は次のとおりです。

対 象 者
高等学校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校（高等課程・専門課程）に在学、進学

する方

貸 付 額
大学生・短期大学生　　　　　毎月３０，０００円以内

専修学校生（専門・高等）　　 毎月２５，０００円以内

高等学校・高等専門学校生　　毎月２０，０００円以内

貸 付 利 率 無利子

返 済 期 間
方 法

卒業及び貸付けを中止した年から１年経過後、次の期間・方法で返済をしていただきます。

ただし、貸付期間中に貸付けの条件に該当しなくなったなど、場合により全額返金をしてい

ただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

連帯保証人
２名

(１名は保護者、もう１名は町内在住の成人の方が望ましく、将来、奨学金償還の責任を負

うことができる方。)

申 込 み

令和３年３月２５日（木）まで次の書類を教育委員会へ提出してください。

　①奨学生願書

②在学校長の推薦書（厳封）

③家庭調書

　④過去３か年間の学業成績証明書

　⑤合格者通知書又は在学証明書

　※１　①から③までの様式は、教育委員会でお渡しすることが可能ですが、④、⑤は在籍

　した又はする学校へ発行を依頼する必要がありますのでご注意ください。

　※２　⑤の合格通知書は、写しでも構いません。

鹿部町奨学資金の貸付について

返　済　期　間 ５年、１０年、１５年のいずれか

返　済　方　法 月賦、半年賦、年賦

【参考】

高等学校で３年間（月額２万円）貸付を受け、１０年間で月賦返済する場合

２万円 × 　３６か月 ＝ ７２万円

　　７２万円 ÷ １２０か月 ＝ 　６千円（毎月の返済額）

※お問い合わせ先　教育委員会生涯学習課（℡：７－３１２４）


